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障害者に対する支援と障害者自立支援制度 

はじめに 

 

本科目の特徴 

  ・本科目は、共通科目で毎年7問出題されています。うち、事例問題は1～2問です。 

・内容は障害者のみならず、障害児、雇用関係等様々を含み幅広いです。 

  ・幅は広いですが、毎年出題されている分野があります。それは障害者総合支援法ですが、そこを押さえておけ 

ば、少なくとも0点足切りは回避できる可能性が高いです。余裕のない人は、ここだけでも押さえましょう。 

  ・それ以外の分野は、他の科目と重複する部分もあるので、得点につながります。 

  ・後で触れますが、今年5月に障害者差別解消法が改正されています。国家試験問題は6月から8月にかけて完成さ 

れると言われていますので、反映されるかどうか微妙ですが、学ぶ際には気を付けてください（去年の国試 

の問57選択肢3に注意）。 

  ・今年度これから主要な法律等が改正、改正予定となっています。また、国家試験の新カリキュラム反映も間近 

  で、それを追っていくのは大変です。従って、ぜひ今年度の試験に合格しておくようがんばってください。 

  ・今回の講座では、毎年出る総合支援法を中心にお話しします。合間に過去問や模擬問を入れています。 
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Ⅰ．障害者福祉制度の流れ 

障害者の権利に関する条約と国内法への影響 

 国内で発展していった障害者施策であったが、特に1980年代からの国際情勢の影響を受け、現在の障害者施策

に繋がった流れを頭に入れる。影響を受けた法律および制度が、ほぼ試験範囲となると理解する。 

 

 ・1948年 世界人権宣言  

すべての人民と国が達成すべき共通の基準が定められる。 

  これをきっかけに、各分野で人権に関する国際宣言につながる。       

    

・1971年 知的障害者の権利宣言 

 まずは知的障害者から。「可能な限り同等の権利を有する」 

 ・1975年 障害者の権利宣言   

  障害者の基本的人権の規定が定められ、その実現を目指す宣言。 

  

・1981年 国際障害者年 

  「障害者年」と書いてあるが、宣言と同じように規定がある。 

  「完全参加と平等」がキーワード。これを目指すべしという宣言。 

  

 ↓スローガンはいいが、具体的にどうやって進めるか計画を立てる必要性が生じる。 

 

 ・1982年 障害者に関する世界行動計画  

  予防、リハビリテーション、機会の平等 

 ・1983年 国連・障害者の十年 

 ・1993年 アジア太平洋障害者の十年（延長され二十年間の計画となった） 

   

↓しかし、各国に要請するだけではなかなか進まないため、法的拘束力を伴う国際条約にする流れに。 

  こうして生まれたのが、障害者の権利に関する条約である。 

 

・障害者の権利に関する条約 

障害者の権利および尊厳を促進・保護するための包括的・総合的な国際条約。 

各国の署名が集まり、国際条約として成立した。 

ちなみに日本は、2007年に署名している。 

次の段階として、各国がこの条約を締結（批准）する必要があるが、日本の場合は2014年に批准している。 

批准までに時間がかかった理由は、国内の障害者団体が、条約の目指す内容に適合するように国内法の整備を 

してから批准することを求めたからと言われている。 

そのため、数年かけて障害者関係の法整備が順次行われた。 
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 障害者権利条約の内容 

 「障害者権利条約」は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進する

ため、障害者の権利を実現するための措置等を規定している。 

 条約が定める内容は、障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定※を含む）の禁止、障害者が社会に参

加し包容されることの促進、条約の実施を監視する枠組みの設置等。 

 なお、障害者の定義はない。これは、障害者の定義は、時代と共に変化し、「障害が発展する概念」であり 

変化しうるものであるからとされています。 

 ・平成19年 障害者権利条約  署名 

 

・平成23年 障害者基本法   改正 

・平成24年 障害者自立支援法 改正（障害者総合支援法と法律名変更） 

・平成25年 障害者差別解消法 制定（条約批准のために新たに作った法律） 

・平成25年 障害者雇用促進法 改正 

上記改正や新法により国内法の整備は一応整ったと判断された。 

いずれも国試に頻出の法律となる。同様に頻出する障害者虐待防止法については、署名から批准までの 

段階の法整備に含まれていないことに注意する。   

 

・平成26年 障害者権利条約  批准 

 

この条約の批准により、我が国における障害者の権利の実現に向けた取り組みや人権尊重についての国際協力

が一層推進されることが見込まれており、法改正が続けられている。 

 

練習問題 

問題1 障害者差別解消法は、国際障害者年に向けて、国内法整備の一環として制定された。 

問題2 障害者権利条約は、障害者の権利および尊厳を促進・保護するための条約であったが、法的拘束力を持 

たなかった。 

 

 

Ⅱ 障害者総合支援法について 

 障害者福祉サービスについての基本的な法律。 

障害者の権利に関する条約を批准するために旧障害者自立支援法を改正して成立した。 

 今年度末に改正予定。 

１.障害者総合支援法までの制度の変遷 

(１)措置制度 行政と障害者の二者関係 ←長く続いた昔の制度 

・障害者福祉サービスは、元来、措置制度によって運営されてきた。 

※措置制度は、行政が福祉サービスを受ける要件を満たしているかを判断し、サービスの種類、開始・廃止 

を決める制度。 

   つまり、行政が主導して利用希望者にサービスを決定する。利用希望者は、行政の責任のもとサービスを

見つけてもらえる反面、希望するサービスを選べないというデメリットがある。 
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(２)支援費制度(契約制度) 行政と障害者と事業者の三者関係 ←現在の制度につながる最初の一歩 

・平成15年、ノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度(契約制度)により充実が図られる。 

※支援費制度(契約制度) とは、利用者が福祉サービスの提供者(事業者)を自分で選択し、契約に基づいて

サービスを利用する制度である。 

行政は、サービス利用の是非を判断してお金を出す。利用者は、サービス利用可能な範囲内でサービス内 

容や事業所を選択して事業所と契約を結ぶ。サービスを選べる半面、自己責任でサービスを探す必要がある。 

・しかし、以下のような問題があった。 

サービスの種類等が障害種別ごとの法律に分かれていて複雑な制度でわかりにくい。 

財源不足（障害者が自分で選んで契約するようになったから利用が急増してしまった。）。 

精神障害者は対象外だった（知的障害者と身体障害者を対象としていた。）。 

 

(３)平成18年、障害者自立支援法が施行される。←最初の一歩を修正して法律にした。 

・障害種別ごとに分かれていた複雑なサービスを統合する。 

・財政支出を抑えるため、障害者サービスの利用者負担を１割の応益負担にする。 

・就労支援サービスの創設 

・国の財政責任の義務明記 

・精神障害者を対象とする(自立支援医療制度開始) 

 

しかし、極めて不評だった…自立強制法などと呼ばれた。 

・無料だったサービスが１割の自己負担となり、経済的負担を嫌ってサービスの利用を控えるケースが目立つ。 

・働ける障害者に自立するよう促す割に、就労支援の体制が不十分だった。 

・各地で自立支援法廃止運動が発生、訴訟が相次いだ。 

 

(４)平成22年改正 

・応益負担が応能負担になった。加えて、発達障害が同法の対象になった。 

応益負担…受けたサービスの量（利用者が受けた利益）に応じてサービス利用料を負担する。 

応能負担…経済的収入（支払い能力）に応じてサービス利用料を負担する。 

・訴訟の結果、自立支援法廃止訴訟で国と和解が成立、新法を作るレベルでの改正を行うことで合意。加えて、 

先に述べたように、障害者の権利に関する条約を批准するための法整備のために改正が急がれていた。 

そして、平成24年、法律名ごと改正され、現行法である障害者総合支援法につながる。 

 

２．障害者総合支援法について ← 現行法 

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。 

 

(１)法の目的 

 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい(旧法は「自立した」)日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を

総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に

人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
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(２)同法のポイント 

(a)基本理念の創設 

   障害者自立支援法には明確な理念がなかったが、総合支援法で規定した。改正障害者基本法の理念を踏襲 

   共生社会の実現、社会参加の機会確保、地域での生活、社会的障壁の除去など。 

  

 

(b)対象範囲を規定 

   身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者含む)、難病 

※難病…治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程

度が厚生労働大臣が定める程度である者。 

 (c)障害程度区分の見直し 

 (d)地域移行支援の対象拡大 等々 

サービス利用対象者の変遷 

 知的障害者 身体障害者 精神障害者 発達障害者 難病 

支援費制度 ○ ○    

自立支援法 ○ ○ ○   

改正自立支援法 ○ ○ ○ ○  

総合支援法 ○ ○ ○ ○ ○ 

(c)利用できるサービス量の基準 

 ・障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。

障害支援区分  区分１(軽い)→区分６(重い)の６段階。 

・区分がなくても利用できるサービスがある。 

練習問題 

問題３ 措置制度から支援費制度へ移行し、３障害(知的障害者・身体障害者・精神障害者)を対象としたサービ 

ス体制が行われた。 

問題４ 措置制度とは、サービス事業者とサービス利用者が契約を結んで利用を開始する制度である。 

問題５ 「応益負担で障害が重い人ほど自己負担が多くなる障害者自立支援法は憲法違反」などとして訴えた障 

害者自立支援法違憲訴訟は、国が敗訴し、障害者総合支援法の成立へとつながった。 

問題６ 障害者総合支援法の対象者に発達障害者は含まれる。 

問題７ 平成22年の障害者自立支援法改正によって、支給決定障害者等が指定障害者福祉サービス等を利用した 

場合の負担について、応能負担に変更された。 
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(３)障害者総合支援法のサービスの概要 

 

 

 ・介護給付と訓練等給付の中から毎年出題されています。 

 ・対象に障害児も含まれていることに注意してください。障害児のサービスは、基本的に児童福祉法に規定さ

れています。児童福祉法でカバーできない部分を障害者総合支援法で補うという形式をとっているので、図のす

べてを障害児が利用できるわけではありません。 

 ・高齢者の介護保険制度との対比 

介護保険は保険料の徴収で運営、障害者福祉サービスは税金で運営。 

  介護保険は予防サービスがあり、障害者福祉サービスは就労支援系サービスがあるのが特徴となる。 

  両制度の対象となる場合、介護保険を優先するのが原則。例外として障害者福祉サービスを利用できる。 

  共生型サービス…介護保険事業所の指定を受けている事業者は、障害福祉サービス事業所指定を受けられる 

システム。 
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(４)介護給付と訓練等給付の内容 

〇介護給付と訓練等給付からは毎年出題されます。出題パターン 

  パターン① 事例をもとに、相談員が適切だと思うサービスをアドバイス問題 

  パターン② 「〇〇（福祉サービス）とは、こんな内容である」という、ごく基本的な問題 

読み込む際のポイント。 

・似たようなサービスの区別ができるよう意識して読み込むこと。同行援護と行動援護、居宅介護と重度訪問

介護、就労継続支援 A型と B型など。 

・区分が必要かどうか、区分必要ならどの程度か。 

 

厚生労働省版 

 

・新規と書かれているのは、平成 28年改正（平成 30年施行）により新たに加えられたサービス。 

・○児のマークは、障害児も利用できるサービス。児童のサービスは、通所支援と入所支援しかない。また、

児童は就労等をする必要がない。このことから、児童が利用できるサービスを想像すると覚えやすい。 
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 中央法規 国試ナビ版 

 

・居宅介護は短時間のポイントを押さえた支援。重度訪問介護は、長時間の支援をイメージする。 

・重度障害者等包括支援は、居宅介護、重度訪問支援、同行援護、行動援護、短期入所、自立訓練、就労移行

支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を包括的に行う。 

・生活介護はデイサービスに相当する。生活介護（昼間）+施設入所支援（夜間）の組み合わせで、通常イメ

ージする福祉型の入所施設となる。 

・療養介護は昼間のサービスだが、対象者は病院に入院している前提なので、実態としては入所状態となる。

つまり、福祉サービス（療養介護）+医療サービスの組み合わせで看る。施設入所支援は使わないので注意。 

・介護給付は原則、障害支援区分が求められる。だだし、同行援護は区分なしでも利用可。 

・訓練等給付は、障害支援区分は求められない。 
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練習問題 

問題８ 重度訪問介護の対象者は、肢体不自由者と知的障害者で、精神障害者は含まれない。 

問題９ 重度障害者等包括支援は、すべての障害福祉サービスを包括的に利用するサービスである。 

問題１０ 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを 

行うサービスである。 

問題１１ 介護給付の行動援護サービスは、区分認定が必要ない。 

 

  

 

（５）平成28年度改部分正の一覧(児童福祉法改正も含む) (施行はH30年がほとんど) 

自立生活援助の創設 施設入所支援や共同生活援助を利用後、一人暮らしを希望する者な

どを対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地

域生活に向けた相談・助言を行う。 

就労定着支援の創設 一般就労開始後、生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族と

の連絡調整などの支援を行う。 

重度訪問介護の訪問先の拡大 医療機関への入院時も利用が可能となった。 

高齢障害者の介護保険サービスの負担軽減 65歳まで長期間、障害福祉サービスを利用してきた低所得高齢障害

者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利

用する場合に、介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度によ

り軽減できる仕組みを創設した。 

居宅訪問型児童発達支援の創設 外出が著しく困難な居宅の重度障害児などに対する支援 

保育所等訪問支援の対象拡大 乳児院、児童養護施設の障害児にも対象を拡大した。 

医療的ケア児への支援 保健・医療・福祉の連携、医療的ケア児等コーディネーター養成 

障害児福祉計画の策定 都道府県及び市町村において障害児福祉計画を策定 

補装具費用の支給範囲の拡大 成長に伴い短期間で取り替えが必要になる障害児に貸与できるよ

うにした。 

情報公表制度の創設 都道府県による障害福祉サービスなどの情報公開制度の創設 

調査及び審査事務 自治体による調査事務、審査事務の効率化 

 

練習問題 

問題１２ 重度訪問介護は、医療機関への入院時にも利用できる。 

問題１３ 平成 28年度改正により、地域定着支援と自立生活援助が創設された。 
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(6) 障害福祉サービスの流れ

 

・サービス等利用計画の作成は、指定特定相談支援事業所が作成する。本人、家族、支援者等が作成するセル

フプランでも可。 

・訓練等給付の場合は、区分認定を行わない。ただし、共同生活援助のうち身体介護が必要な場合は必要。 

・訓練等給付の一部は、正式に支給が決定する前に暫定支給決定を行う。つまり、正式決定前に既に事実上利 

用が開始されている。ただし、共同生活援助、就労継続B型、自立生活援助、就労定着支援は除く。 

※障害支援区分について 

 障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階

の区分（区分1～6：区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い）。必要とされる支援の度合いに応じて適切

なサービスが利用できることを目的に作られた基準。 

練習問題 

問題１４ 障害者福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、サービス等利用計画案は支給決定がなされる前に 

作成されるものである。 

問題１５ 支給決定に不服のある場合は、市町村審査会に審査請求を行うことができる。 
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(7)地域生活支援事業 

全国一律のサービス体系となる介護給付・訓練等給付だが、地域生活支援事業は、都道府県や市町村が、その

地域の実情に合わせた柔軟なサービスを効果的に行えるように設けられている。 

(a)地域生活事業の種類 

 

練習問題 

問題１６ 地域生活支援事業の実施については、市町村には必須事業が設けられているが、都道府県は任意事業 

のみである。 

問題１７ 地域生活支援事業は、地域ごとに差が出ないよう全国一律のサービス体系をとる事業である。 
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Ⅲ 障害児サービス 

障害児のみを対象とする福祉サービスは、児童福祉法が根拠法となる。 

児童福祉法上、障害児通所支援事業と障害児入所支援事業のみのシンプルな構成となっている。ただし、「通

所」事業の中に訪問系サービスも入れられているので注意すること。 

障害児のサービスにないサービスを利用する場合に、総合支援法のサービスを受けることになる。 

具体的には、総合支援法の自立支援給付のち、介護給付費の一部(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、

重度障害者等包括支援)も利用可能となっている。ちなみに、障害児の介護給付費が利用可能となったのは障害

者自立支援法の頃から。 

サービスが連動しているため、障害者総合支援法の改正は、児童福祉法の改正とセットの法案で行われる。 

 平成28年6月に障害者総合支援法と共に改正されたため、注意が必要。↓ 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」により、居

宅訪問型児童発達支援が創設された。 

障害児通所支援 

 

障害児入所支援 
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練習問題 

問題１８ 自立支援給付のうち、障害児を対象とする対象のサービスは、居宅介護、短期入所、行動援護、自立 

訓練、重度障害者等包括支援の５種類である。 

問題１９ 居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により、外出が著しく困難な障害児を居宅から送迎して事 

業所で支援を行う事業である。 

問題２０ 児童福祉法による保育所等訪問支援は、障害児通所支援の一つである。 

 

 

Ⅳ 障害者関係法令 

１. 障害者基本法 

その名の通り、我が国の障害者施策の基本となる法律。 

障害者施策の基本事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 障害者の定義 

 「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び

社会的障壁（障害がある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念そのた一切のもの）により継続的

に日常生活、社会生活に相当な制限を受けるもの。」 

 

社会的障壁の定義 

 「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営むうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣行、

観念その他一切のものをいう」 

 

地域社会における共生について 

 ・社会活動に参加する権利 

 ・どこで誰と生活するか選択する権利 

 ・選択の機会の確保と拡大 

 

差別の禁止←これを具体化する法律が差別解消法となる。 

 ・障害を理由とした差別の禁止 

 ・合理的配慮 

 

国及び地方公共団体の責務 

 ・施策を総合的かつ計画的に実施する責務 

 

国民の義務 

 ・第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 
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障害者週間の規定 

 ・12/3～12/9まで 

基本計画(義務規定) 

 ・政府…障害者基本計画 都道府県…都道府県障害者計画 市町村…市町村障害者計画 

専門機関 

 ・内閣府…障害者政策委員会を置く 

  委員会の委員は、障害者、障害者の自立と社会参加に関する事業に従事する者、学識経験者から任命。 

 

練習問題 

問題２１ 都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならない。→×義務規定。 

問題２２ 社会的障壁の定義において、しゃかいにおける慣行や観念は除外されている。→×定義参照。 

 

２．障害者差別解消法←令和3年5月に改正！！（施行はまだ） 

「障害者」の定義は、障害者基本法の定義と同じである。 

 障害者差別解消法は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年に成

立した法律である。 

・責務 

 国・地方公共団体等 民間事業者 

不当な差別的取り扱い 禁止 禁止 

合理的配慮※ 義務 

努力義務（現時点では） 

今年5月に法改正され、義務に変更され

たが、施行はまだ。 

※「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使するこ

とを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、

かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」をいう(同法2条)。 

 ※民間事業者の雇用に限定すれば、既に合理的配慮は義務化されている（障害者雇用促進法）。差別解消法は、障 

害をもつ客に対する配慮等、広い分野を扱うため、混同しないよう注意すること。 

※今年5月に改正された内容は、①国と地方公共団体の連携協力義務の追加。②民間事業者の社会的障壁除去のため

の合理的配慮の義務化、③障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化。政府HPで確認のこと。 

 

練習問題 

問題２３ 障害者差別解消法は、国際障害者年（1981（昭和56年））に向けて、国内法の整備の一環として制定された。 

問題２４ 「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体と民間事業者に、共に義務が課されている。 
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３．障害者虐待防止法 

 

障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための

措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に

関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること。 

 

「障害者」の定義は、障害者基本法における障害者と同じ。 

 

 

虐待（虐待と思われる場合も含む）発見時の通報対応（被虐待者本人の場合は届出という） 

虐待者 発見者 市町村 

障害者虐待防止センター 

都道府県 

障害者権利擁護センター 

労働局・厚労省 

養護者 

 

市町村へ通報義務 安全確認 対応の協議 

立入調査 

援助要請（市町村長→警察署長） 

一時保護、面会制限 

後見開始の審判 

養護者の支援 

  

障害者福祉施

設従事者等 

都道府県に報告 

守秘義務（通報者・本人保護） 

社会福祉法、障害者総合支援法そ

の他関係法律の権限にて対応 

社会福祉法、障害者総合支

援法その他関係法律の権限

にて対応 

 

使用者 

 

市町村または 

都道府県へ通報義務 

都道府県に通知 都道府県労働局に報告 

 

労働関係法令等の

適切な行使 

 

・虐待の証拠がなくても、虐待と感じた段階でも通報する義務がある。 

・通常、施設従事者等は、対象となる障害者の情報について守秘義務を負っているが、虐待通報の場合は、守秘

義務が課されない。 

 

虐待の５類型 

身体的虐待  暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛り付けたり、過

剰な投薬によって身体の動きを抑制したりすること。 

ネグレクト 

放棄・放置 

身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等に

より、生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。 

心理的虐待 脅し、侮辱等の言葉や態度、虫、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。 

性的虐待 性的な行為やそれを強要すること。 

経済的虐待  本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり、勝手に

運用して、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 
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虐待者別の虐待類型の順位 件数の多い順 

※養護者・障害者福祉施設等従事者の管轄と使用者の管轄は違うので、別々に発表されている。 

 

・虐待者の件数の多い順（通報相談、認定いずれも） ①養護者 ②障害者福祉施設従事者等 ③使用者 

・養護者・障害者福祉施設従事者による虐待の通報・相談件数は前年度から増加。一方で、虐待判断の件数 

はいずれも減少。 

・使用者による虐待は、通報・届出、虐待が認められた件数、すべて前年度比で減少。 

 

練習問題 

問題２５ 障害者差別解消法における合理的配慮を受けられる対象者は、障害者手帳保持者でなければならな 

い。 

問題２６ 障害者虐待防止法に規定されている虐待の類型は4種類である。 

問題２７ 「令和２年度使用者による障害者虐待の状況等」によると、使用者による虐待で最も多いのは、身体 

的虐待である。 

 

 

Ⅴ その他おまけ的なもの 

 

・「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」から最近よく出ていますが、原本を読んでもポイントが絞れず

労力に見合わないかもしれません。ちなみに令和4年に新しく調査が開始されますから、あまり読み込んでもす

ぐに古い知識になるかもしれません。その点考慮して、読み込むかどうかは、それぞれで判断してください。 

参考書でまとめているものがあれば、それで十分だと個人的に思います。 

 

問題を解答するコツについて 

・事例問題について 

全科目を通じて出題されます。知識がなくても感覚的に解ける問題もあり、得意な人は得点源となります。 

  基本は素直に読み、できるだけ常識人としての回答をします。ひねくれたことは考えず、迷っても時間をか 

けないことが重要です。 

 また、障害者本人意向と家族等の意向が合わない場合は、本人の意向に反しない選択肢を選ぶべし。 

  長文を読ませる事例は、選択肢を先に見て出題者が何を問うつもりか確認してから読みましょう。 

   

 

 養護者による虐待（令和元年度） 障害者福祉施設等従事者（令和元年度） 使用者（令和2年度） 

① 身体的虐待 身体的虐待 経済的虐待 

② 心理的虐待 心理的虐待 心理的虐待 

③ 経済的虐待 性的虐待 身体的虐待 

④ 遺棄・放棄 経済的虐待 放棄・放置 

⑤ 性的的虐待 放棄・放置 性的虐待 
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・事例問題だけでなく、他の問題でも選択肢の正誤に傾向があります。仮に、まったくわからない！という問 

題に出会ったら、ダメ元で以下の参考にしてください。もちろん、確率的に高いというだけで、正当を確実に

約束するものではないのでそこは理解してください。 

・先を急ぎすぎる選択肢は× 

・否定的な選択肢は× 

・いきなり他機関に繋ぐような丸投げ的な選択肢は× 

・「必ず」「絶対」「すべて」「のみ」など限定的なキーワードが使われる選択肢は× 

・傾聴、受容、連携、アセスメントといった趣旨の入った選択肢は○ 

・生命の危機があるような緊急性の高い事例に限っては、先を急ぐ選択肢も○ 

 

今回のレジュメはここまでです。みなさまのご健闘をお祈りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本科目とは無関係のCMです。 

長崎県人会に入りませんか？ 

 

福祉に関心のある人は誰でも入れる長崎県人会という会がありますので、会員募集します。。 

九州医療の社会福祉士通信学科の生徒達の集まりからはじまり、現在は社会福祉士のみならず様々な業界、 

職種、資格を持っている方々が集まって、おおむね2か月に一度集まって親睦会を開いています。 

・会ができて7年くらいで、会員が知り合い等を連れてきて気付いたら100名以上。 

・長崎県社会福祉士会の方々も多数入会。 

・県外遠方の方でも会員なら容赦なく案内が届きます。参加しない時は、スルーしてOK。 

・出席圧力一切なし(いつ来ても、いつ来なくても、数年に一回でも、一度も来なくても構わないおおらかさ 

といいかげんさが特徴）。 

・会自体に特定の目的はありません。参加して出会った人は友として、勝手に助け合います。 

興味のある方は、荒木先生までその旨伝えてください。 
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練習問題の解答 

問題１ 障害者差別解消法は、国際障害者年に向けて、国内法整備の一環として制定された。 

×国際障害者年ではなく、障害者権利条約である。 

問題２ 障害者権利条約は、障害者の権利および尊厳を促進・保護するための条約であったが、法的拘束力を持 

たなかった。 

×法的拘束力を持たせるために、条約という形式で作成された。 

問題３ 措置制度から支援費制度へ移行し、３障害(知的障害者・身体障害者・精神障害者)を対象としたサービ 

ス体制が行われた。 

  ×措置制度の段階では、２障害（知的障害者・身体障害者）のみが対象。精神障害者が対象となる 

のは、障害者自立支援法から。 

問題４ 措置制度とは、サービス事業者とサービス利用者が契約を結んで利用を開始する制度である。 

      ×措置制度では契約という形式をとらない。 

問題５ 「応益負担で障害が重い人ほど自己負担が多くなる障害者自立支援法は憲法違反」などとして訴えた障 

害者自立支援法違憲訴訟は、国が敗訴し、障害者総合支援法の成立へとつながった。 

   ×国の敗訴ではなく、和解した。 

問題６ 障害者総合支援法の対象者に発達障害者は含まれる。 

      〇精神障害者（発達障害を含む） 発達障害者がはじめて入ったのは障害者自立支援法22年度改正 

から。 

問題７ 平成22年の障害者自立支援法改正によって、支給決定障害者等が指定障害者福祉サービス等を利用した 

場合の負担について、応能負担に変更された。 

  〇それ以前は応益負担で大きな批判を受けていた。 

問題８ 重度訪問介護の対象者は、肢体不自由者と知的障害者で、精神障害者は含まれない。 

      ×重度の肢体不自由者、重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する障害者が対象 

問題９ 重度障害者等包括支援は、すべての障害福祉サービスを包括的に利用するサービスである。 

      ×すべてではない。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓 

練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を包括的に利用す 

る。 

要するに、介護給付と訓練等給付のうち療養介護と施設入所支援だけ対象外となる。 

問題１０ 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを 

行うサービスである。 

 ×就労継続支援の説明。就労移行支援についてはレジュメ参照のこと。 

問題１１ 介護給付の行動援護サービスは、区分認定が必要ない。 

      ×介護給付で唯一区分なしで利用できるのは同行援護。行動援護は区分が必要。 

問題１２ 重度訪問介護は、医療機関への入院時にも利用できる。 

      〇H30より利用可能なった。 

問題１３ 平成 28年度改正により、地域定着支援と自立生活援助が創設された。 

      〇追加はこの２つだけ。似たような名称のサービスと混同しないように。 
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問題１４ 障害者福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、サービス等利用計画案は支給決定がなされる前に 

作成されるものである。 

 〇レジュメ参照 

問題１５ 支給決定に不服のある場合は、市町村審査会に審査請求を行うことができる。 

      ×利用申請から利用までは基本的に市町村だが、不服がある場合の窓口は都道府県の障害者介護給 

付等不服審査会に審査請求を行う。市町村審査会は、区分認定の二次判定を行う機関である。 

問題１６ 地域生活支援事業の実施については、市町村には必須事業が設けられているが、都道府県は任意事業 

のみである。 

 ×市町村、都道府県のいずれにも、必須事業と任意事業がある。 

問題１７ 地域生活支援事業は、地域ごとに差が出ないよう全国一律のサービス体系をとる事業である。 

      〇全国一律の福祉サービスを柔軟に補うことができるように制度設計されている。 

問題１８ 自立支援給付のうち、障害児を対象とする対象のサービスは、居宅介護、短期入所、行動援護、自立 

訓練、重度障害者等包括支援の５種類である。 

 ×自立訓練は訓練等給付。訓練等給付に児童の利用可能なサービスはない。自立訓練を同行援護に 

置き換えれば正解となる。 

問題１９ 居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により、外出が著しく困難な障害児を居宅から送迎して事 

業所で支援を行う事業である。 

 ×居宅から送迎して出すのではなく、居宅を訪問してサービスを提供する。 

問題２０ 児童福祉法による保育所等訪問支援は、障害児通所支援の一つである。 

      〇「訪問」と書かれてあるサービスでも、児童福祉法上は、入所以外はすべて障害児通所支援と規 

定されているので、ひっかからないように。 

問題２１ 都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならない。 

×義務規定。国、市町村も計画の策定をするが、すべて義務規定となっている。 

問題２２ 社会的障壁の定義において、社会における慣行や観念は除外されている。 

×定義参照。有形だけでなく無形の障壁も含まれる。 

問題２３ 障害者差別解消法は、国際障害者年（1981（昭和56年））に向けて国内法の整備の一環として制定された。 

      ×国際障害者年ではなく、法的拘束力をもつ障害者権利条約の締結に向けて制定された。 

問題２４ 「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体と民間事業者に、共に義務が課されている。 

      ×現在の適用では民間は努力義務。しかし、今年5月にどちらも義務に改正され、施行前なので義務規定 

がまだ適用されない。施行前でも出題された例が過去にあるので、令和3年5月に「改正された」と書 

かれてあったら、義務が正解となるので注意。本問は去年の過去問なので、そこを意識して解くこと。 

問題２５ 障害者差別解消法における合理的配慮を受けられる対象者は、障害者手帳保持者でなければならな 

い。 

 ×手帳保持は要件でない。レジュメの障害者の定義を参照。 

問題２６ 障害者虐待防止法に規定されている虐待の類型は4種類である。 

      ×５類型である。ちなみに高齢者虐待も。4類型は児童虐待の類型。経済的虐待がない。 

問題２７ 「令和２年度使用者による障害者虐待の状況等」によると、使用者による虐待で最も多いのは、身体 

的虐待である。 

 ×使用者による虐待で最も多いのは、経済的虐待。身体的虐待が最も多いのは、養護者、障害者施 

設従事者等による虐待である。 
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